








　本格的な梅雨の時季には、長雨や集中豪雨によ
る災害が発生しやすくなります。
　特に集中豪雨については、近年ゲリラ豪雨と呼
ばれる突発的に起こる局地的な大雨も発生し、河
川の氾濫、家屋の浸水、土砂災害などの被害を各
地にもたらしています。
　他人事とは考えず、大雨による災害に巻き込ま
れないよう、次のことに注意し、自分自身や家族の
安全を守りましょう。

▶問合せ／泉州南広域消防本部 警備課
☎462-1080、 460-2119

岬消防署

大雨・集中豪雨・土砂災害に備えましょう！

○テレビやラジオなどで最新の気象情報をチェックする
○側溝や排水路を掃除し、水はけをよくしておく
○災害時の避難に備え必要なものを準備し､すぐに持ち
出せるようにしておく
○避難所開設予定場所を事前に確認しておき、危険を感
じたらすぐに避難する
◯避難時には増水した河川などには近づかない
○雨が降り出したら土砂災害警戒情報に注意する（気象
庁ホームページ等）

●火災・救急・救助は局番なしの☎119番
●医療機関照会・救急医療相談は
　「救急安心センターおおさか」
　携帯電話・プッシュ回線からは☎「♯7119」
　IP電話・ダイヤル回線からは☎「06-6582-7119」

ダイヤル119

　古くなった消火器は、いざという
時に使えなかったり、そのまま放置し
ていると事故につながる場合があり
ます。消火器を処分する場合は、直

接消火器販売店等にお持ちください（別途
費用がかかります）。なお、くわしくは岬消防
署までお問い合わせください。
▶問合せ／泉州南消防組合岬消防署 予防係
☎492-0119、 492-2237

古くなった消火器は危険です！

　皆さん、いよいよ夏本番！海や川等でレジャーを
楽しむ機会が増える季節がやってきました。楽しみ
がある半面、自然ならではの危険もたくさんありま
す。水難事故を防ぐ為に次の事に注意しましょう。

　楽しい思い出の夏となりますように、水難事故を
防ぎましょう!!なお、消防署では心肺蘇生法などの
救急講習会も実施しています。
▶問合せ／泉州南消防組合岬消防署 警防係
☎492-0119、 492-2237

①海や川、ため池等には子どもだけでは絶対に行かない
こと。必ず大人と一緒に行きましょう！
②転落する恐れのある危険な場所には近づかない！
③川やため池等に設置されているフェンスや壁を乗り越え
て遊ぶのは大変危険です。絶対にやめましょう！
④波や風が強い日は、絶対に泳がない！
⑤港やテトラポットのところでは絶対に泳がない！
⑥魚釣りやボートに乗るときはライフジャケットを必ず着け
ましょう！
⑦体の調子が悪い時や飲酒をしたときは絶対に泳がない！
⑧水難事故が発生した時は、自分だけで助けようとせず、
まわりに助けを求めましょう！消防や警察に直ちに連絡しま
しょう！

　上級救命講習会とは、応急手当の重要性から始
まり、成人・小児・乳児・新生児を対象とした救命
に必要な応急手当（基本的心肺蘇生法・AED使
用法・異物除去法・止血法）及びその他の応急手
当（傷病者の管理法・外傷の手当要領・搬送法）と
効果測定（実技及び筆記）を含んだ8時間の講習
会です。
▶日時／7月29日（金） 9時〜17時（うち休憩1時間）
▶場所／泉州南広域消防本部　5階研修室
▶定員／30人（先着順）
▶受講料／無料
※ただし、あらかじめご自身で人工呼吸用携帯マ
スクをご準備ください。（参考価格:200円程度）
▶申込・問合せ／7月14日(木)〜28日（木）の平
日9時から17時30分までに電話またはFAXで、泉
州南広域消防本部警備課（☎462-1080、 460-
2119）へ 
※受講者には、修了証を交付します。

上級救命講習会

〈水難事故〉海・川・池での注意
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　町内のこどもを犯罪から守るため、みなさまのご
協力をお願いします。
※地域安全ボランティアの登録は随時受付してい
ます。
▶岬町教育委員会

毎月8日は『こども安全デー』です！

　親子で気軽に遊びに来てください。子どもたちは、「見て・触れて・
感じて！」いろんな事を学びます。保護者のみなさんとは、一緒に悩
み・考え・学びながら子育てを楽しみましょう。そして大切な子ども達
を地域で温かく見守り育てていきましょう。

▶日時／平成28年7月20日（水）10時30分〜11時30分
▶場所／子育て支援センター
▶対象／1歳児〜就学前児
▶内容／小麦粉粘土あそび
▶持ち物／着替え・お茶・タオル
▶問合せ／淡輪保育所 ☎494-3567
※警報発令時は、中止です

幼児教室のお知らせ

▶日時／平成28年7月26日（火）10時〜11時
▶場所／多奈川保育所・淡輪保育所・深日保育所　　
▶内容／園庭遊び・子育て相談（身体計測もあります）
▶持ち物／着替え・帽子・お茶・タオル
▶駐車場／各保育所にお問い合わせください
※雨天時は、中止です
▶問合せ／各保育所
多奈川保育所 ☎495-5030
淡輪保育所 ☎494-3567
深日保育所 ☎492-4955

園庭遊びのお知らせ

　親子の交流、仲間づくりの場としてご利用ください。
▶日時／7月13日（水）10時30分〜11時30分
○保育士によるふれあい遊びがあります。
▶日時／7月27日（水）10時30分〜11時30分
○わらべ唄遊び、絵本等の紹介と栄養士による栄養相談。
▶日時／8月10日（水）10時30分〜11時30分
○保健師の育児相談があります。
▶場所／望海坂第一集会所
※参加費として1家族につき年間300円いただきます。

（平成29年3月末まで）

親子の交流・仲間づくりの場
出張ほのぼのクラブ IN 望海坂第一集会所

地域の子育て
応援します！

アップル館からお知らせ
　夏休みの課題図書（小学1年〜6年）を貸し出して
います。（夏休み中は貸出期間が1週間になります）
○絵本入門「りんごっこ」（保育あり）
7月14日（木）10時〜12時 ※見学可　
○乳児わらべうた
7月19日（火）11時〜11時30分　　
○夏休みおはなし会（ストーリーテリング・絵本・紙
芝居等）
毎週金曜日14時〜（全6回）、8月12日（金）こわ〜
いおはなし大会

○手づくり紙芝居講座
7月25日（月）、26日（火）、28日（木）、29日（金）
▶講師／ときわひろみ氏（紙芝居作家）
※大人の方も作れます。

詳しくはアップル館ホームページをご覧ください。
▶連絡先／☎492-6050（FAX共）
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〈開催場所・予約・問合せ〉
保健センター ☎４９２-2424・2425

事業名 対象・定員等 日時・受付 場所・その他

BCG
生後３か月～12か月に至
るまでに１回（標準接種期
間生後５か月～８カ月）

７月22日（金）
14時～14時30分

▶場所／保健センター

大腸がん検診
（要予約） 満40歳以上 ７月20日（水）

９時30分～14時30分

▶場所／保健センター
※上記提出日の１週間前までに、検査容
器を岬町立保健センターまで取りにきてく
ださい。（土・日はお休みです）

乳がん検診
（要予約） 満40歳以上（２年に１回）

７月20日（水）
９時30分～11時30分
13時～14時30分

▶場所／保健センター
※40歳代1,000円、50歳以上500円（た
だし、生活保護世帯もしくは、70歳以上の
方は無料となります。）

子宮がん検診
（要予約） 満20歳以上 ７月20日（水）

13時30分～14時30分
▶場所／保健センター
※500円（ただし、生活保護世帯もしくは、
70歳以上の方は無料となります。）

発達クリニック
（要予約） 乳幼児 8月8日（月）

13時30分～
▶場所／保健センター
※小児科医師の相談があります。くわしく
はお問い合わせください。

健 康 スケジュール

※「保健師健康相談」は「各種相談」のページ（19P）に掲載しています。※毎月10日までの健康スケジュールは前月号に掲載しています。くわしくは
「平成28年度健康づくり日程表」でお知らせしていますので、1年間大切に保管して健康づくりにお役立てください。

申請はもうおすみですか?
高齢者向け給付金 （年金生活者等支援臨時福祉給付金）

　高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)は、賃金引上げの恩恵が及びにくい所
得の少ない高齢者の方を支援するために実施しております。
　所得の少ない高齢者の方を対象に30,000円を支給します。(支給は1回限りです)
※対象者と見込まれる方にくわしい説明と申請書を4月下旬にお送りしております。
　申請書の提出後、受付、審査と手順を追って決定通知が送付され、振込が完了します。

▶対象者／平成27年度の町民税が課税されていない方
※ただし、課税されている方に生活の面倒を見てもらっている方、生活保護の受給者である場合な
どは除かれます。
▶支給額／1人につき30,000円
▶問合せ／岬町 高齢者向け給付金担当 ☎468-9692

申請期間は平成28年8月2日（火）までとなっております。
期間を過ぎますと給付金が受け取れなくなりますのでご注意ください。
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お らし せ

ど
、詳
し
い
手
続
き
に
つ
い
て
は
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
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）を
確
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し
て
く
だ
さ
い
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野
３
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70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
で
国

民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

は
、一
部
負
担
金
の
割
合
が
記
載

さ
れ
た「
高
齢
受
給
者
証
」を
交

付
し
て
い
ま
す
。現
在
お
持
ち
の
受

給
者
証
の
有
効
期
限
は
平
成
28

年
７
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま

す
が
、新
し
い
受
給
者
証
は
７
月

下
旬
頃
に
郵
送
し
ま
す
。

　

８
月
１
日
以
降
に
医
療
機
関
で

受
診
す
る
時
は
、保
険
証
と
一
緒

に
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、医
療
機
関

で
の
一
部
負
担
金
の
割
合
は
平
成

27
年
中
の
所
得
に
基
づ
き
次
の
よ

う
に
再
判
定
す
る
た
め
、現
在
お

持
ち
の
高
齢
受
給
者
証
と
新
し
い

保　
険

　
税

固
定
資
産
税〈
第
２
期
分
〉

▼
納
期
限
／
８
月
１
日 (
月
）

　

納
期
限
ま
で
に
、お
近
く
の
金

融
機
関
や
郵
便
局
、コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

銀
行
口
座
振
替
ま
た
は
、郵
便

局
自
動
払
込
を
利
用
す
る
方
は
、

預
貯
金
残
高
を
確
か
め
て
く
だ
さ

い
。振
替
日
又
は
払
込
日
は
、８
月
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月
）で
す
。

▼
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／
税
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所
得
税
等
の
予
定
納
税（
第
１

期
分
）の
納
税
を
お
忘
れ
な
く
!!

●
納
付
期
間
は
平
成
28
年
７
月

１
日
～
８
月
１
日
で
す
。

■
予
定
納
税
と
は

　

前
年
分
の
所
得
税
及
び
復
興

特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
等
に
基

づ
き
計
算
し
た
予
定
納
税
基
準
額

が
15
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
に
、

原
則
、そ
の
３
分
の
１
相
当
額
を

そ
れ
ぞ
れ
７
月(

第
１
期
分)

と
11

月(

第
２
期
分)

に
納
め
て
い
た
だ

く
制
度
が
あ
り
ま
す
。こ
の
制
度
を

「
予
定
納
税
」と
い
い
ま
す
。

■
納
付
す
る
税
額

　

予
定
納
税
が
必
要
な
方
に
は
、

６
月
中
旬
に
所
轄
税
務
署
か
ら

「
平
成
28
年
分
所
得
税
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び
復

興
特
別
所
得
税
の
予
定
納
税
額
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通
知
書
」が
送
付
さ
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ま
す
。こ
の

通
知
書
の
第
１
期
分
の
金
額
が
納

付
す
る
税
額
で
す
。

■
予
定
納
税
の
減
額
申
請

　

業
況
不
振
な
ど
の
理
由
に
よ

り
、平
成
28
年
６
月
30
日（
木
）の

現
況
で
、平
成
28
年
分
の「
申
告
納

税
見
積
額（
年
間
所
得
や
所
得
控

除
な
ど
を
見
積
も
っ
て
計
算
し
た

税
額
）」が
、税
務
署
か
ら
通
知
さ

れ
て
い
る「
予
定
納
税
基
準
額
」よ

り
も
少
な
く
な
る
と
見
込
ま
れ
る

場
合
は
、予
定
納
税
の
減
額
申
請

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
予
定
納
税
の
納
付

　

振
替
納
税
を
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用
し
て
い
る
方

は
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期
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成
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年
８
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月
）)
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金
融
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口
座
か
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自
動
的
に
納
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さ
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ま

す
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期
限
前
日
ま
で
に
口
座
の

残
高
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　

上
記
以
外
の
方
は
、納
期
限
ま

で
に
金
融
機
関
又
は
所
轄
税
務

署
窓
口
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
納
付
す
る
な

高
齢
受
給
者
証
の
一
部
負
担
金
の

割
合
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

　

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
の
有
効

期
限
は
、平
成
28
年
８
月
１
日
か

ら
平
成
29
年
７
月
31
日（
平
成
28

年
８
月
２
日
か
ら
平
成
29
年
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月
31
日
ま
で
に
75
歳
を
迎
え
る
方

は
、誕
生
日
の
前
日
）ま
で
と
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ま
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。
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お
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い
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65
歳
以
上
の
方
で
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方
は
、老
人
医
療

制
度
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

○
１
級
ま
た
は
２
級
の
身
体
障
が

い
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
。

○
療
育
手
帳（
重
度
Ａ
）を
お

持
ち
の
方
、も
し
く
は
療
育
手
帳

（
Ｂ
）と
併
せ
て
身
体
障
が
い
者

手
帳（
３
～
６
級
）を
お
持
ち
の

方
。

○
特
定
疾
患
治
療
研
究
事
業
実

施
要
項
に
規
定
す
る
疾
患
の
う

ち
、府
が
定
め
る
公
費
負
担
医
療

の
対
象
と
な
る
疾
患
を
お
持
ち
の

方
。

○
結
核
患
者
票
、自
立
支
援
医
療

受
給
者
証（
精
神
通
院
）を
お
持
ち

の
方
。

○
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成

事
業
の
医
療
費
助
成
を
受
け
て
い

る
方
。

　

な
お
現
在
、老
人
医
療
証
を
お

持
ち
の
方
は
、医
療
証
の
有
効
期

限
が
７
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い

ま
す
。６
月
初
旬
に
申
請
書
を
郵

送
し
て
い
ま
す
の
で
、申
請
が
お
済

み
で
な
い
方
は
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

▼
問
合
せ
／
保
険
年
金
課 

☎
４

９
２

−

２
７
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５

７
月
の
納
税

国
民
健
康
保
険

高
齢
受
給
者
証
の
更
新

老
人
医
療
証
の
更
新

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

判定基準
一部負担金の

割合生年月日 住民税の
課税標準額

誕
生
日
が

昭和19年4月1日
までの方

145万円未満 1割

145万円以上 3割

昭和19年4月2日
以降の方

145万円未満 2割

145万円以上 3割
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お らし せ

国民年金保険料の免除
　国民年金の第1号被保険者は、毎月の保険料を
納めていただく必要があります。保険料を未納のま
まにしておくと、万が一障害や死亡といった不慮の
事態が発生した場合に障害基礎年金や遺族基礎
年金を受けることができない場合があります。しか
し、所得が少ないなど、保険料を納付することが難
しい場合は、「国民年金保険料免除・若年者納付
猶予制度」を利用することができます。
　保険料免除制度とは、本人・世帯主・配偶者の
前年所得（1月から6月までに申請される場合は
前々年所得）が一定額以下の場合に、保険料の納
付が免除になる制度です。免除される額は、全額、
4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
　また、若年者納付猶予制度とは、平成28年6月

（平成27年度）までは30歳未満の方で、本人・配
偶者の前年所得（1月から6月までに申請される場
合は前々年所得）が一定額以下の場合に、保険料
の納付が猶予される制度です。なお、平成28年7
月からは全年齢層において非正規雇用労働者が
増加している状況を踏まえ法律改正されたことによ
り50歳未満の方までが対象となります。
　これらの制度を利用するためには、申請して承
認される必要があります。

▶申請方法／
　住民登録をしている市町村役場の国民年金担
当窓口または年金事務所に申請してください。郵
送での申請も可能です。申請書は、年金事務所ま
たは市町村役場の国民年金担当窓口に備え付け
てあるほか、日本年金機構のホームページからプリ
ントアウトすることもできます。
　申請は、原則として毎年度必要ですが、申請時
に翌年度以降も申請を行うことを希望される場合
は、申請書の継続希望区分欄の「はい」に○を付
けて申請してください。全額免除または納付猶予
が承認された場合に限り、翌年度以降は、あらため
て申請を行わなくても継続して申請があったものと
して審査されます。
　保険料免除・納付猶予は、過去2年（申請月の2
年1ヶ月前の分）まで申請することができます。未納
期間がある場合は、お問い合わせください。

▶問合せ／
貝塚年金事務所 ☎431-1122
役場保険年金課 ☎492-2705

①
世
帯
全
員
の
年
収
が
次
の
算
式

で
計
算
し
た
額
以
下
で
あ
る
こ
と

54
万
円
×（
当
該
世
帯
の
人
数
＋

１
）

②
介
護
保
険
料
の
納
付
義
務
者

が
、他
の
世
帯
の
方
の
扶
養
家
族

や
医
療
保
険
の
扶
養
者
に
な
っ
て

い
な
い
こ
と

③
介
護
保
険
料
の
納
付
義
務
者
の

所
有
す
る
預
貯
金
等
の
合
計
額
が

３
５
０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

④
居
住
用
以
外
の
土
地
、家
屋
を

所
有
し
て
い
な
い
こ
と

▼
申
請
方
法
／
高
齢
福
祉
課
窓

口
に
備
え
付
け
の
申
請
用
紙
に

記
入
の
上
、医
療
保
険
の
被
保
険

者
証
、収
入
・
預
貯
金
等
の
額
を

確
認
で
き
る
書
類（
公
的
年
金
等

の
源
泉
徴
収
票
、年
金
支
払
通
知

書
、預
金
通
帳
等
）を
提
示
し
て
く

だ
さ
い
。

▼
申
請
時
期
／
７
月
31
日（
木
）

福　
祉

　

介
護
保
険
料
は
４
月
１
日
現
在

の
世
帯
の
状
況
と
昨
年
中
の
所
得

状
況
に
よ
り
判
定
し
、今
月
上
旬

に「
納
入
通
知
書（
介
護
保
険
料

額
決
定
通
知
書
）」を
お
送
り
し
ま

す
。な
お
、こ
れ
ま
で
の
保
険
料
は

仮
算
定
と
し
て
お
支
払
い
い
た
だ

き
ま
し
た
が
、今
回
の
通
知
書
で

は
仮
算
定
し
た
保
険
料
と
今
回
算

定
し
た
保
険
料
の
差
額
を
調
整
し

計
算
し
て
い
ま
す
。

▼
問
合
せ
／
高
齢
福
祉
課
介
護

保
険
係 

☎
４
９
２

−

２
７
０
３

　

低
所
得
の
方
の
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
、次
の
基
準
の
す
べ
て
に
該

当
す
る
方
の
平
成
28
年
度
介
護
保

険
料
を
軽
減
し
ま
す
。（
年
間
保
険

料
が
２
万
９
８
６
０
円
に
軽
減
さ

れ
ま
す
。た
だ
し
、保
険
料
第
１
段

階
の
方
は
、保
険
料
が
す
で
に
年

額
２
万
９
８
６
０
円
で
す
の
で
、減

免
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
）

65
歳
以
上
の
平
成
28
年
度

介
護
保
険
料
に
つ
い
て

介
護
保
険
料
の

減
免
に
つ
い
て

世帯人数 世帯の年収

1人世帯 108万円以下

2人世帯 162万円以下

3人世帯 216万円以下

※以降、1人増すごとに54万円を加算
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の
心
の
ふ
れ
あ
い
の
体
験
を
綴
っ

た
作
文
や
、障
が
い
者
へ
の
理
解
を

促
進
す
る
ポ
ス
タ
ー
を
募
集
し
て

い
ま
す
。入
選
者
に
は
賞
状
等
を

贈
呈
し
ま
す
。

▼
作
文
／
４
０
０
字
詰
め
原
稿
用

紙（
縦
書
き
）で
小
・
中
学
生
は
２

～
４
枚
、高
校
生
・一
般
は
４
～
６

枚 

※
点
字
や
電
子
メ
ー
ル
で
の
応

募
も
可

▼
ポ
ス
タ
ー
／
小
・
中
学
生
の
み
。

Ｂ
３
画
用
紙
又
は
四
つ
切
り
サ
イ

ズ
画
用
紙（
縦
長
の
み
）

▼
募
集
期
間
／
７
月
１
日（
金
）

～
９
月
６
日（
火
）

▼
応
募
方
法
／
郵
送
又
は
持
参

（
９
月
６
日
消
印
有
効
）※
但
し
、

土
日
・
祝
日
に
つ
い
て
は
持
参
に
よ

る
受
付
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

▼
応
募
・
問
合
せ
／
〒
５
４
０

−

８
５
７
０ 

大
阪
府
福
祉
部
障
が
い

福
祉
室
障
が
い
福
祉
企
画
課
企
画

グ
ル
ー
プ 

☎
06

−

６
９
４
１

−

０

３
５
１（
内
線
４
１
４
５
）、
06

−

６
９
４
２

−

７
２
１
５

ま
で

※
８
月
１
日
以
降
に
申
請
さ
れ
た

場
合
、申
請
月
か
ら
の
軽
減
と
な

り
ま
す
。

▼
問
合
せ
／
高
齢
福
祉
課
介
護

保
険
係 

☎
４
９
２

−

２
７
０
３

■
公
募
委
員
を
募
集
し
ま
す

　

岬
町
で
は
、障
害
者
基
本
法
及

び
岬
町
障
害
者
施
策
推
進
協
議

会
条
例
に
基
づ
き
、障
が
い
者
に
関

す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的

な
推
進
を
図
る
に
あ
た
り
、関
係

者
等
の
幅
広
い
参
画
を
得
て
、そ

の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、岬
町
障
害
者
施
策
推

進
協
議
会
を
設
置
し
て
い
ま
す
。こ

の
会
議
に
、協
議
会
委
員
と
し
て

参
画
し
て
い
た
だ
け
る
公
募
委
員

を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

▼
応
募
資
格
／
①
町
内
在
住
の

18
歳
以
上
の
方（
平
成
28
年
４
月

１
日
現
在
） 

②
障
害
福
祉
に
関
心

の
あ
る
方 

③
平
日
昼
間
の
会
議

に
出
席
が
可
能
な
方 

④
地
方
公

共
団
体
の
議
員
ま
た
は
常
勤
の
職

員
で
な
い
方

▼
委
員
の
任
期
／
町
長
の
委
嘱
の

日（
平
成
28
年
８
月
予
定
）か
ら
２

年
間

▼
募
集
人
数
／
２
名
以
内

▼
応
募
方
法
／
応
募
用
紙
に
必

要
事
項
を
記
入
の
う
え
、障
害
福

祉
に
関
す
る
８
０
０
字
程
度
の
レ

ポ
ー
ト
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
選
考
／
レ
ポ
ー
ト
の
内
容
を
参

考
に
選
考
し
ま
す
。な
お
、提
出
さ

れ
た
レ
ポ
ー
ト
は
返
却
い
た
し
ま

せ
ん
。選
考
に
よ
り
委
員
と
し
て

委
嘱
さ
れ
る
方
に
つ
い
て
は
、町
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
氏
名
を
公
表
し

ま
す
。

▼
応
募
期
限
／
７
月
22
日(

金)

持

参
又
は
郵
送
に
よ
る
。

▼
応
募
・
問
合
せ
先
／
地
域
福
祉

課 

福
祉
係 

〒
５
９
９

−
０
３
９

２ 

岬
町
深
日
２
０
０
０

−
１
、☎

４
９
２

−

２
７
０
０
、
４
９
２

−

５
８
１
４

※
な
お
、応
募
用
紙
は
、地
域
福

祉
課
窓
口
で
配
布
し
ま
す（
岬
町

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
）。詳
細

な
募
集
内
容
に
つ
い
て
は
、岬
町

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。岬
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ http://w
w

w.tow
n.m

isaki.
osaka.jp/

～
高
次
脳
機
能
障
害
に
つ
い
て
一

緒
に
学
び
ま
せ
ん
か
～

　

高
次
脳
機
能
障
が
い
と
は
、交

通
事
故
や
転
落
事
故
な
ど
の
よ
り

頭
を
強
打
し
脳
に
損
傷
を
受
け
る

外
傷
性
脳
損
傷
、脳
卒
中（
脳
出

血
、脳
梗
塞
、く
も
膜
下
出
血
な

ど
）の
脳
血
管
障
害
、一
酸
化
炭
素

中
毒
な
ど
の
低
酸
素
脳
症
、そ
の

他
、脳
が
損
傷
を
受
け
る
こ
と
に

よ
り
起
き
る
。高
次
脳
機
能
障
が

い
は
、「
見
え
に
く
い
、据
え
に
く
い

障
が
い
」と
い
わ
れ
、い
ろ
い
ろ
な
症

状
が
あ
る
。注
意
、記
憶
、遂
行
機

能
に
障
が
い
が
出
や
す
く
失
語
症

が
出
現
す
る
場
合
も
あ
る
。

▼
日
時
／
８
月
４
日（
木
）13
時

30
分
～
16
時

▼
場
所
／
岬
町
文
化
セ
ン
タ
ー
集

会
室

▼
内
容
／「
高
次
脳
機
能
障
が
い
」

つ
い
て
知
る

▼
講
師
／
永
田
作
馬
氏（
作
業
療

法
士
）（
医
療
法
人
大
植
会 

葛
城

病
院 
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
作

業
療
法
課
）（
泉
州
圏
域
高
次
脳

機
能
障
害
支
援
普
及
事
業
に
お
け

る
拠
点
病
院
）

▼
対
象
者
／
岬
町
に
お
住
い
の

方
、高
次
脳
機
能
障
が
い
の
あ
る

人
・
そ
の
家
族（
介
護
者
）

▼
申
込
・
問
合
せ
／
地
域
福
祉
課

（
い
き
い
き
ネ
ッ
ト
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
）に
お
電
話
に
て
申
込
く
だ
さ

い
。 

☎
４
９
２

−

２
７
０
０

～
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し 

立
ち

直
り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
～

　
“
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
”

は
、全
て
の
国
民
が
、犯
罪
や
非
行

の
防
止
と
罪
を
犯
し
た
人
た
ち
の

更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
力
を
合
わ

せ
、犯
罪
や
非
行
の
な
い
明
る
い
社

会
を
築
こ
う
と
す
る
全
国
的
な
運

動
で
す
。

■
社
会
明
る
く
す
る
運
動
講
演
会

▼
日
時
／
７
月
15
日（
金
）13
時

30
分
～

▼
場
所
／
岬
町
役
場
２
階
会
議
室

▼
講
師
／
和
泉
学
園 

園
長 

只
川

晃
一
氏

▼
演
題
／「
ひ
と
り
の
人
間
、ひ
と

り
の
人
生
に
向
き
あ
う
」 

※
講
演

会
後
に
社
明
広
報
ビ
デ
オ
を
放
映

し
ま
す
。

▼
問
合
せ
／「
社
会
を
明
る
く
す

る
運
動
」岬
町
実
施
委
員
会 

☎
４

９
２

−

２
７
０
０

～
あ
な
た
の
素
直
な
気
持
ち
を
伝

え
ま
せ
ん
か
～

　

障
が
い
の
あ
る
人
と
な
い
人
と

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

一
緒
に
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

第
66
回 「
社
会
を

明
る
く
す
る
運
動
」

心
の
輪
を
広
げ
る
体
験
作
文
・

障
が
い
者
週
間
の
ポ
ス
タ
ー

高
次
脳
機
能
障
害
講
演
会
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お らし せ

募　
集

日
本
脳
炎
予
防
接
種

は
お
済
で
す
か
？ 

　

日
本
脳
炎
は
、日
本
脳
炎
ウ
イ

ル
ス
の
感
染
で
お
こ
り
ま
す
。ヒ
ト

か
ら
直
接
で
は
な
く
ブ
タ
な
ど
の

体
内
で
増
え
た
ウ
イ
ル
ス
が
蚊
に

よ
っ
て
媒
介
さ
れ
感
染
し
ま
す
。７

～
10
日
の
潜
伏
期
間
の
後
、高
熱
・

頭
痛
・
嘔
吐
・
意
識
障
害
・
け
い
れ

ん
な
ど
の
症
状
を
示
す
急
性
脳
炎

に
な
り
ま
す
。

▼
対
象
／〈
第
Ⅰ
期
〉３
歳
～
７

歳
６
か
月
の
誕
生
日
の
前
日
ま
で

の
方
、〈
第
Ⅱ
期
〉９
歳
～
13
歳
未

満
の
方

▼
場
所
／
指
定
医
療
機
関 〈
岬
町

内
〉市
川
ク
リ
ニ
ッ
ク（
９
歳
以
上

の
方
）、江
川
ク
リ
ニ
ッ
ク
胃
腸
肛

門
科
、澤
田
医
院
、津
山
医
院
、な

ぎ
さ
ク
リ
ニ
ッ
ク（
第
２
を
含
む
）、

も
ち
づ
き
耳
鼻
咽
喉
科
、み
さ
き

ク
リ
ニ
ッ
ク 

※
阪
南
市
内
指
定
医

療
機
関
で
も
接
種
で
き
ま
す
。詳

し
く
は
岬
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

▼
接
種
回
数
／〈
Ⅰ
期
〉初
回
３

回
、〈
Ⅱ
期
〉１
回 

※
詳
し
く
は
岬

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

▼
費
用
／
無
料

▼
持
参
物
／
母
子
手
帳
・
健
康
保

険
証

▼
そ
の
他
／
○
指
定
医
療
機
関
に

電
話
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

○
保
護
者
同
伴
で
医
療
機
関
に
受

診
し
、接
種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

○
日
本
脳
炎
予
防
接
種
説
明
書

（
医
療
機
関
に
あ
り
ま
す
）を
必

ず
お
読
み
く
だ
さ
い
。 

※
平
成
７

年
４
月
２
日
～
平
成
19
年
４
月
１

日
生
ま
れ
で
、第
１
期
３
回
接
種

を
完
了
し
て
い
な
い
方
、９
歳
以
上

で
第
２
期
を
完
了
し
て
い
な
い
方

も
20
歳
未
満
ま
で
の
間
、接
種
可

能
と
な
り
ま
し
た
。

▼
問
合
せ
／
岬
町
立
保
健
セ
ン
タ
ー  

☎
４
９
２

−

２
４
２
４

−

２
４
２
５

▼
開
催
日
／
７
月
25
日（
月
）・

26
日（
火
）、８
月
３
日（
水
）・
５
日

（
金
） 

※
各
日
と
も
午
前
と
午
後

の
２
回

▼
時
間
／
10
時
～
12
時
・
14
時
～

16
時

▼
場
所
／
大
阪
府
赤
十
字
血
液
セ

ン
タ
ー（
大
阪
市
城
東
区
森
之
宮

２

−

４

−

43
）

▼
参
加
費
／
無
料

▼
対
象
／
小
学
生（
主
に
３
～
６

年
生
）と
18
歳
以
上
の
保
護
者

▼
定
員
／
各
60
名（
１
日
１
２
０

人
）

▼
そ
の
他
／
電
話
予
約
制【
７
月

12
日（
火
）～
15
日（
金
） 

９
時
～

17
時
】 

０
１
２
０

−

２
０
２

−

７
６
６（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）

▼
問
合
せ
／
大
阪
府
赤
十
字
血
液

セ
ン
タ
ー
推
進
課（
土
・
日
・
祝
除

く
９
時
か
ら
17
時
）☎
06

−

６
９

６
２

−
７
６
５
４

《
パ
イ
ロ
ッ
ト
・ハ
イ
テ
ク
技
術
に
挑
戦
》

■
航
空
学
生

○
各
種
航
空
機
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
の

養
成

○
６
年
後
に
幹
部
に
任
官

▼
応
募
資
格
／
日
本
国
籍
を
有

す
る
高
卒（
見
込
含
）18
歳
以
上

～
21
歳
未
満
の
者

▼
受
付
期
間
／
８
月
１
日
～
９
月

８
日

■
一
般
曹
候
補
生

○
小
部
隊
指
揮
官
の
養
成

○
配
置
に
よ
り
航
空
機
整
備
、電

計
、通
信
等
技
術
資
格
取
得

○
入
隊
後
２
年
９
ヶ
月
経
過
以
降

選
考
に
よ
り
３
曹
に
任
官

▼
応
募
資
格
／
日
本
国
籍
を
有

す
る
18
歳
以
上
27
歳
未
満
の
者

▼
受
付
期
間
／
８
月
１
日
～
９
月

８
日

■
自
衛
官
候
補
生

○
所
要
の
教
育
を
経
て
、３
ヶ
月

後
に
２
等
陸
・
海
・
空
士
に
任
用

▼
応
募
資
格
／
18
歳
以
上
27
歳

未
満
の
者

▼
受
付
期
間
／（
男
子
）年
間
を

通
じ
て
行
っ
て
お
り
ま
す
。（
女
子
）

８
月
１
日
～
９
月
８
日

▼
問
合
せ
／
自
衛
隊
大
阪
地
方

協
力
本
部 

岸
和
田
地
域
事
務
所

☎
０
７
２

−

４
２
６

−

０
９
０
２

　

第
２
回
大
阪
府
警
察
官（
巡

査
）採
用
選
考
を
次
の
と
お
り
行

い
ま
す
。「
大
阪
の
街
を
守
り
た

い
」と
い
う
高
い
志
と
意
欲
の
あ
る

方
の
受
験
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

▼
申
込
期
間
／

■
一
般
選
考

○
郵
送
・
持
込
／
７
月
１
日（
金
）

〜
７
月
27
日（
水
）

○
電
子
申
請
／
７
月
１
日（
金
）

〜
８
月
３
日（
水
）

■
自
己
推
薦（
郵
送
の
み
）

○
７
月
１
日（
金
）〜
７
月
14
日

（
木
）

■
第
一
次
選
考

９
月
18
日（
日
）

▼
問
合
せ
／
泉
南
警
察
署 

☎
０

７
２

−

４
７
１

−

１
２
３
４
、大
阪

府
警
察
官
採
用
セ
ン
タ
ー 

０
１

２
０

−

３
７
０

−

３
１
４（
平
日
９

時
〜
17
時
45
分
）

大
阪
府
警
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ http://

w
w

w.police.pref.osaka.jp/

■
出
演
者
募
集

　

第
４
回
せ
ん
な
ん
里
海
さ
く
ら

フ
ェ
ス
で
、バ
ン
ド
演
奏
を
し
て
み

ま
せ
ん
か
！

　

第
４
回
せ
ん
な
ん
里
海
さ
く
ら

フ
ェ
ス
の
音
楽
コ
ン
サ
ー
ト
ス
テ
ー

ジ
に
お
け
る
中
高
生
バ
ン
ド
や
、ア

マ
チ
ュ
ア
バ
ン
ド
の
演
奏
、子
ど
も

た
ち
の
ダ
ン
ス
発
表
会
、ブ
ラ
ス
バ

ン
ド
や
マ
ー
チ
ン
グ
バ
ン
ド
演
奏
な

ど
の
出
演
者
を
募
集
し
ま
す
。

▼
主
催
／
せ
ん
な
ん
里
海
さ
く
ら

フ
ェ
ス
実
行
委
員
会（
代
表 

岩
井

克
己
）

第
21
回 「
献
血

お
も
し
ろ
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
」

第
4
回
せ
ん
な
ん
里
海

さ
く
ら
フェ
ス

大
阪
府
警
官
募
集

自
衛
官
募
集
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岬町健康づくり委員会の公募委員を募集します！
　岬町では、健康増進法に基づく住民の健康増進の推進に関する施策等についての保健医療行
政の推進にあたり、関係者等の幅広い参画を得て、その意見を反映させることを目的として、岬町健
康づくり委員会を設置しています。この会議に、委員会委員として参画する公募委員を次のとおり募
集します。

1応募資格
次の要件をすべて満たす方
①町内在住の18歳以上の方（平成28年4月1日現在）
②健康づくり等保健医療施策に関心のある方
③平日昼間の会議に出席が可能な方
④地方公共団体の議員または常勤の職員でない方
2募集人数
1人　
3任期
町長の委嘱の日（平成28年8月予定）から2年間
4職務内容
○町が年1回程度開催する会議に出席し、町の健
康づくり施策案に対する意見を述べていただくこと
や、町が各種事業を進めていく過程において、その
実施状況の審議に参加していただきます。
○委員に選任され会議に出席したときは、本町条
例に基づき報酬を支給します。
5応募方法
○「岬町健康づくり委員会委員応募用紙」に必要
事項を記入のうえ、「がん検診の受診率向上、医療
費の増加抑制、歯の健康など健康づくりに関するあ
なたの意見・提言」などを800字程度（様式は自由）
にまとめ、持参、郵送または電子メールで提出して
下さい。（※ファックスによる応募はできません。） 
※応募用紙は保健センターの窓口で配布します。
また、岬町のホームページからもダウンロードでき
ます。（http://www.town.misaki.osaka.jp/）

6応募期限
7月22日（金）
○持参の場合の受付時間は9時〜17時30分（土・
日・祝を除く）
○郵送の場合は当日必着
○電子メールの場合は、7月22日（金）17時30分ま
でに受信したもの
7提出先
〒599-0311 岬町多奈川谷川2424-3
岬町立保健センター ☎072-492-2424

hokencenter@town.osaka-misaki.lg.jp 
8選考
○選考は、提出された作文等により行い、選考結
果については、全応募者に対し郵送で通知します。
○提出された作文は返却いたしません。
○個人情報については、目的以外に使用しませ
ん。ただし、選考により委員として委嘱される方に
ついては、町のホームページで氏名を公表します。

▼
日
時
／
９
月
４
日（
日
）

▼
場
所
／
せ
ん
な
ん
里
海
公
園 

「
潮
騒
ビ
バ
レ
ー
」

▼
定
員
／
20
組

▼
参
加
費
／
無
料

▼
申
込
／
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
受
け
付
け
。

住
所
、団
体
名
、代
表
者
氏
名(

ふ

り
が
な)

、連
絡
先
、年
齢（
参
加
人

数
）を
記
載
の
上
、
０
７
２

−

４

９
４

−

２
６
８
８（
せ
ん
な
ん
里
海

公
園
管
理
事
務
所
）ま
で 

※
応
募

多
数
の
場
合
、実
行
委
員
会
に
て

選
考
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
受
付
日
時
／
応
募
締
め
切
り

７
月
15
日（
金
）

▼
問
合
せ
／
さ
く
ら
フ
ェ
ス
実
行

委
員
会 

カ
ワ
ハ
ラ（
☎
０
９
０

−

９
６
２
３

−

６
３
７
２
）
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お らし せ

そ
の
他

▼
定
員
／
30
名（
先
着
順
で
す
）

▼
申
込
期
間
／
７
月
１
日（
金
）か

ら
７
月
29
日（
金
）

▼
申
込
先
／
公
益
社
団
法
人
泉

佐
野
納
税
協
会 

☎
０
７
２

−

４

６
２

−

０
６
３
４
、
０
７
２

−

４
６
２

−

９
６
７
３

　

住
宅
の
地
震
対
策
を
進
め
る
た

め
に
は
、ま
ず
ど
の
程
度
の
耐
震

性
が
あ
る
の
か
を
知
る（
耐
震
診

断
を
受
け
る
）こ
と
が
大
切
で
す
。

そ
こ
で
、本
町
で
は
耐
震
診
断
を

積
極
的
に
受
け
て
い
た
だ
く
た
め

に
、耐
震
診
断
に
要
し
た
費
用
の
一

部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

■
補
助
対
象
建
築
物
／
昭
和
56

年
５
月
31
日
以
前
に
建
築
確
認
を

受
け
、か
つ
完
了
検
査
を
受
け
た

民
間
の
住
宅(

長
屋
住
宅
、共
同
住

宅
、併
用
住
宅
を
含
む)

で
、現
に

居
住
し
て
い
る
も
の
、ま
た
は
こ
れ

か
ら
居
住
し
よ
う
と
す
る
も
の

■
補
助
対
象
者
等
／
補
助
対
象

建
築
物
の
所
有
者

■
補
助
内
容
／
補
助
金
の
額

○
木
造
住
宅
／
耐
震
診
断
に
要
し

た
費
用
の
10
分
の
９
と
し
、１
戸

あ
た
り
４
万
５
０
０
０
円
を
限
度

と
し
ま
す
。(

た
だ
し
、耐
震
診
断

費
用
は
補
助
対
象
建
築
物
の
延
べ

床
面
積
１
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
た
り

１
０
０
０
円
以
内
と
し
ま
す)

○
木
造
以
外
の
住
宅
／
耐
震
診

断
に
要
し
た
費
用
の
２
分
の
１
と

し
、１
戸
あ
た
り
２
万
５
０
０
０

円
を
限
度
と
し
ま
す
。

※
そ
の
他
に
も
、特
定
既
存
耐
震

不
適
格
建
築
物
の「
耐
震
診
断
補

助
」及
び
木
造
住
宅
の
耐
震
改
修

に
対
す
る「
木
造
住
宅
耐
震
改
修

補
助
」も
実
施
し
て
い
ま
す
。詳
し

く
は
建
築
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

※「
特
定
既
存
耐
震
不
適
格
建
築

物
」と
は
、建
築
物
の
耐
震
改
修

の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
14
条
に

規
定
す
る
も
の（
現
に
使
用
し
て
い

る
も
の
に
限
る
）を
い
い
ま
す
。［
病

院
、事
務
所
、老
人
ホ
ー
ム
な
ど
］

▼
問
合
せ
／
建
築
課 
☎
４
９
２

−

２
７
４
６

　

泉
南
警
察
署
管
内
で
、市
役
所

職
員
を
騙
り
、「
医
療
費
の
還
付
金

が
あ
る
」又
は
、息
子
さ
ん
を
騙
り
、

「
入
院
・
手
術
す
る
必
要
が
あ
る
」

等
と
言
い
、皆
さ
ん
の
お
金
を
騙
し

取
ろ
う
と
す
る
詐
欺
の
電
話
が
頻

繁
に
か
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

相
手
の
言
葉
を
信
用
せ
ず
、

○
電
話
の
主
が
、本
当
に
息
子
さ

ん
・
市
役
所
職
員
か
確
認
を
し
ま

し
ょ
う
！

○
１
人
で
判
断
せ
ず
、警
察
・
市
役

所
・
親
族
・
友
人
に
相
談
し
ま
し
ょ

う
！

○
か
か
っ
て
き
た
電
話
番
号
や
相

手
か
ら
教
え
ら
れ
た
電
話
番
号
に

か
け
直
さ
ず
、自
分
で
電
話
番
号

を
調
べ
ま
し
ょ
う
!!

▼
問
合
せ
／
泉
南
警
察
署 

☎
０

７
２

−

４
７
１

−

１
２
３
４

耐
震
診
断
補
助
に
つ
い
て 

特
殊
詐
欺
の
電
話
に
注
意
!!

　

個
人
事
業
者
の
方
々
の
た
め

に
、泉
佐
野
税
務
署
と
共
催
で
簿

記
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

　

こ
の
教
室
は
、初
め
て
簿
記
を

学
ぶ
方
を
対
象
に
、簿
記
の
基
礎

知
識
と
複
式
簿
記
で
の
記
帳
に
至

る
ま
で
を
習
得
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　

経
営
の
充
実
及
び
青
色
申
告

特
別
控
除（
65
万
円
）適
用
の
た
め

に
も
、複
式
簿
記
で
の
記
帳
を
学

ん
で
い
た
だ
く
こ
と
を
お
勧
め
い

た
し
ま
す
。

▼
日
時
／
８
月
29
日（
月
）、９

月
１
日（
木
）、５
日（
月
）、８
日

（
木
）、12
日（
月
）、15
日（
木
）13

時
30
分
～
16
時

▼
場
所
／
泉
佐
野
納
税
協
会（
泉

佐
野
税
務
署
隣
）

▼
講
師
／
近
畿
税
理
士
会
泉
佐

野
支
部
所
属
の
税
理
士

▼
受
講
料
／
無
料（
但
し
、教
材

費
の
実
費
と
し
て
２
４
０
０
円
を

負
担
し
て
く
だ
さ
い
）

▼
申
込
条
件
／
個
人
事
業
者（
事

業
専
従
者
を
含
み
ま
す
）に
限
り

ま
す
。 簿

記
教
室
の
ご
案
内

　サマージャンボ宝くじの収益金は、市町村
の明るく住みよいまちづくりに使われます。
▶発売期間／7月6日(水)～7月29日（金）
▶抽せん日／8月9日(火)
▶問合せ／（公財）大阪府市町村振興協会
　　　　　 ☎06-6941-7441

たこ焼き
クーちゃん

サマージャンボ宝くじ発売！ 
世帯数 人口 男 女

世帯／人 7,603 16,354 7,692 8,662

前月比 -9 -15 +1 -16

平成28年６月１日現在人の動き
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相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

法律相談（予約制） 7月13日（水）・27日（水）
14時〜15時（定員6名）

水道庁舎1階会議室
まちづくり戦略室 ☎492-2775

行政相談 7月20日（水）10時〜12時 役場相談室 まちづくり戦略室 ☎492-2775

障がい者相談
○愛の家「みらい」相談室

〈平日〉午前9時〜午後5時
愛の家「みらい」相談室 ☎494-0123

494-0102／ mirai@ainoie.jp
○障がい者出張相談（要予約）
7月27日（水）13時30分〜14時 役場相談室 地域福祉課 ☎492-2700

介護相談 ○岬町地域包括支援センター
〈平日〉9時〜17時30分

岬町地域包括支援センター 高齢福祉課
☎492-2716

教育に関する相談 〈平日〉13時30分〜15時（要予約） 学校教育課・指導課 ☎492-2719

消費者相談 7月8日（金）13時〜16時 役場監査委員室 産業観光課 ☎492-2749

人権擁護委員による
人権相談

7月7日（火）・21日（火）
13時30分〜15時

監査委員室 人権推進課
☎492-2773 ※予約不要

人権協会による
人権相談

○岬町人権協会多奈川事務所
月・火・木曜日（祝日は除く）の
9時〜17時 ※受付は16時まで

岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内） ☎492-3270

○岬町人権協会淡輪事務所
水・金曜日（祝日は除く）の
9時〜17時 ※受付は4時まで

岬町人権協会淡輪事務所
（岬町交流センター内） ☎494-1508

総合生活相談

○岬町人権協会多奈川事務所
火・水・木曜日（祝日は除く）の
9時〜17時 ※受付は16時まで

岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内） ☎492-3270

○岬町人権協会淡輪事務所
金曜日（祝日は除く）の
9時〜17時 ※受付は16時まで

岬町人権協会淡輪事務所
（岬町交流センター内） ☎494-1508

地域就労支援相談
〈平日〉（祝日は除く）の
9時〜17時 ※受付は16時まで

岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内） ☎492-3270

月・木曜日（祝日は除く）の
9時〜17時 ※受付は16時まで

岬町人権協会淡輪事務所
（岬町交流センター内）  ☎494-1508

障がい者就労・生活相談 〈平日〉9時〜17時 NPO法人障害者自立支援センター
☎463-7867／ 463-7890

保健師健康相談 〈平日〉9時〜17時30分 岬町立保健センター ☎492-2424

心の健康相談（予約制） 7月29日（金）・8月10日（水）
10時〜12時 岬町立保健センター ☎492-2424

乳幼児育児健康相談 8月1日（月）10時〜12時 岬町立保健センター ☎492-2424

育児相談 〈平日〉10時〜16時30分 子育て支援センター ☎492-1350

療育相談 〈平日〉10時〜16時30分 こぐま園 ☎492-1131

相続・遺言相談（予約制） 7月19日（火）13時〜16時
※行政書士による相談を行います

▶会場／岬町立保健センター　
▶予約／まちづくり戦略室 ☎492-2775

出張福祉なんでも相談

○喫茶たまり場（みんなのたまり場）
7月5日（火）11時〜13時
○喫茶めだか組（多奈川小学校）
7月13日（水）13時〜15時
○ふれあい喫茶（深日会館）
7月20日（水）10時〜12時
○オークワ岬店
7月27日（水）10時〜12時

岬町地域包括支援センター 高齢福祉課
☎492-2716
いきいきネット相談支援センター
☎492-2955（平日相談も受け付けています）
岬町社会福祉協議会
☎492-0633

生活困窮に関する相談
（随時の場合は要予約） 7月13日（水）14時〜16時 大阪府岸和田子ども家庭センター 生活福祉課

はーと・ほっと相談室 ☎441-2760

各 種 相 談

※くわしくはお問い合わせください。

Consultation
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■編集・発行／岬町役場 まちづくり戦略室　〒599-0392 大阪府泉南郡岬町深日2000-1
■広報に関するご意見・問合せ／☎072-492-2775
    （各課へのお問い合せは直通番号をご利用ください）

※広報岬だよりは毎月8,000部を作成し、1部あたりの単価は15円です

公式Facebook

〈ホームページ〉http://www.town.misaki.osaka.jp
〈Facebook〉https://www.facebook.com/misakitown

▶開庁日／平成28年7月24日(日)、8月28日
(日)、9月25日(日)
▶受付時間／9時から16時まで
▶交付場所／岬町役場住民生活課
▶マイナンバーカードの交付時に必要なもの
・交付通知書（はがき）／回答書欄に申請者
の住所、氏名を記載し押印してください。
・通知カード／マイナンバーカードと引き換えに
なりますので必ずお持ちください。
・本人確認書類／次のうち1点
①：運転免許証、運転経歴証明書（交付年月
日が平成24年4月1日以降のものに限る。）パ
スポート、住民基本台帳カード（顔写真付きに
限る。）、身体障害者手帳、精神障害者保健福
祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証
明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

②：①をお持ちでない方／次のうち2点
健康保険証、介護保険証、医療受給者証、年
金手帳、社員証、学生証、預金通帳など、本人
の氏名、生年月日、または本人の氏名、住所が
記載されたもの
・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）／マ
イナンバーカードと引き換えになります
※交付通知書に記載した交付期限を過ぎて
いても受け取りができます。上記必要書類をご
持参の上、早めにお越しください。
※マイナンバーカードの受け取りには、申請者
本人がお越しください。本人がお越しになれな
い場合等、詳しくは住民生活課までお問い合
わせください。
▶問合せ／住民生活課 マイナンバー窓口
☎492-2001

▶日時／平成28年7月16日（土）13時〜15時
▶受付／12時30分〜 ※雨天決行・警報中止
▶場所／子育て支援センター
※保護者同伴でお願いします。
▶駐車場／緑ヶ丘団地内の広場、他
※台数は限られますので、できるだけ乗り合わせて
お越しください。場所の詳細は、「みどりっこまつり」ポ
スターに記載します。

▶内容／「教円太鼓」「歯科健診コーナー」「栄養
コーナー」「保育所給食紹介」「あそびのコーナー」

「模擬店」「手作りパン・ジュースの販売」「おもちゃ
の病院」「ハンドマッサージ」他
▶問合せ／子育て支援センター
☎492-1350

マイナンバーカードの交付に伴う日曜日の開庁について
　マイナンバーカードを申請された方で交付通知書が届いた方は、交付に必要
な書類をお持ちになり交付場所にお越しください。お仕事などで平日に来られな
い方は、次のとおり日曜日を開庁していますので、ぜひご利用ください。
　なお、交付場所が混雑し、交付まで時間がかかる場合があります。時間に余裕
をもってお越しください。みなさまのご理解とご協力をお願いします。

　親子が気軽に集い交流し、子育ての喜びや楽しみを共有できる「場」として、地域のみなさんにご利用
いただいています。今年も地域の支援グループ・サークルの方 と々一緒に「みどりっこまつり」を開催しま
す。ぜひ遊びにきてください。

みどりっこまつり第11回 岬町立子育て支援センター


